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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
体液試料を採取するための穿刺システムであって、
複数のランセット（５）をもつランセット担体（４）を含む少なくとも１つのカセット（
１）と、このようなカセット（１）のための区画、区画に挿入されたカセット（１）内に
含まれたランセット（５）を連続して穿刺位置に移動するための漸次前進機構、および穿
刺位置にあるランセット（５）を穿刺動作のために加速させる穿刺駆動部（１１）を有す
る穿刺装置とを備えた穿刺システムであって、
前記カセット（１）が、ランセット担体（４）のための容器（８）を有する連結手段（７
）を有し、前記容器（８）が、カセット筐体（１１）に対して可動であり、ランセット担
体（４）がもつ前記ランセット（５）が、漸次前進機構を作動させることによって容器（
８）に対して可動になり、容器（８）が、作動時に、穿刺駆動部（１１）を穿刺位置にあ
るランセット（５）に連結し、穿刺駆動部（１１）により生成された推進力を穿刺中に穿
刺位置にあるランセット（５）に伝達し、
前記ランセット（５）が、ランセット担体（４）の長手方向に対して横断するように配置
されることを特徴とする穿刺システム。
【請求項２】
前記ランセット担体（４）が、帯状であることを特徴とする請求項１記載の穿刺システム
。
【請求項３】
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前記ランセット担体（４）が、穿刺傷から採取された体液試料を試験するための試験領域
（６）もち、該試験領域がランセット（５）のあいだに配置されることを特徴とする請求
項１記載の穿刺システム。
【請求項４】
前記連結手段（７）がランセット担体（４）に連結し、穿刺位置にあるランセット（５）
とともにこれを穿刺中に移動させることを特徴とする請求項１～３のいずれか１項に記載
の穿刺システム。
【請求項５】
前記連結手段（７）が、漸次前進機構の作動中に、ランセット担体（４）への連結を保持
されることを特徴とする請求項４記載の穿刺システム。
【請求項６】
前記連結手段（７）が、漸次前進機構の作動中に、穿刺駆動部（１１）への連結を保持さ
れることを特徴とする請求項１～５のいずれか１項に記載の穿刺システム。
【請求項７】
前記連結手段（７）が、穿刺中に固締様式でランセット担体（４）を把持し、穿刺後の戻
り動作完了後には再度これを解放することを特徴とする請求項１～６のいずれか１項に記
載の穿刺システム。
【請求項８】
前記連結手段（７）が、ランセット担体（４）を固締するための固締力を生じさせるばね
要素（１４）を含むことを特徴とする請求項７記載の穿刺システム。
【請求項９】
前記連結手段（７）が、構造化された連結面（１６）を介してランセット担体（４）に接
触することを特徴とする請求項１～８のいずれか１項に記載の穿刺システム。
【請求項１０】
前記連結手段（７）が、穿刺中の前進段階後に、ランセット（５）によって実行された戻
り動作方向に傾斜した繊維（９）をもつ接触面（１６）を介してランセット担体（４）に
接触することを特徴とする請求項１～９のいずれか１項に記載の穿刺システム。
【請求項１１】
前記構造化された連結面（１６）が、ランセット担体（４）と連結面（１６）との互いに
対する相対運動に対して抵抗をもたらし、前記抵抗が相対運動の方向に依存することを特
徴とする請求項９または１０記載の穿刺システム。
【請求項１２】
体液試料を採取するための穿刺装置のためのカセットであって、該カセット（１）が複数
のランセット（５）をもつランセット担体（４）を含み、また穿刺動作のためにカセット
（１）に包含されたランセット（５）を加速させる穿刺駆動部（１１）を含む穿刺装置に
挿入可能であって、前記カセット（１）が穿刺装置の穿刺駆動部（１１）にランセット担
体（４）を連結するための連結手段（７）を有しており、前記連結手段（７）がランセッ
ト担体（４）のための容器（８）を有し、該容器（８）がカセット筐体（１１）に対して
可動であって、容器（８）が穿刺位置にあるランセット（５）に推進力を伝達し、該推進
力が容器（８）に連結された穿刺駆動部（１１）により穿刺中に生成され、
前記ランセット（５）が、ランセット担体（４）の長手方向に対して横断するように配置
されることを特徴とするカセット。
【請求項１３】
カセット（１）のための区画を備えた体液試料を採取するための穿刺装置であって、該区
画が、複数のランセット（５）をもつランセット担体（４）と、区画に挿入されたカセッ
ト（１）に含まれたランセット（５）を順次に穿刺位置にて位置決めするための漸次前進
機構と、穿刺位置にあるランセット（５）を加速させるための穿刺駆動部（１１）とを含
み、前記穿刺駆動部（１１）が、挿入されたカセット（１）の連結手段（７）を介してラ
ンセット担体（４）に連結されるように構成され、穿刺のために穿刺位置にあるランセッ
ト（５）を加速させ、
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前記ランセット（５）が、ランセット担体（４）の長手方向に対して横断するように配置
されることを特徴とする穿刺装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、請求項１の序文に明記された特徴を有する、体液試料を採取するための穿刺
システムに関する。
【背景技術】
【０００２】
　この種の穿刺システムは、たとえば、毎日複数回にわたり血糖値を確認する必要があり
、このために穿刺システムによって生成された穿刺傷から採取される、通常は血液または
間質液である体液試料を必要とする糖尿病患者によって使用される。
【０００３】
　この種の穿刺システムは、複数のランセットと、この種のカセットのための区画、該区
画に挿入されたカセットのランセットを順次に穿刺位置に移動させる漸次前進機構、およ
び穿刺動作のために穿刺位置にあるランセットを加速させるための穿刺駆動部とを有する
ランセット装置を含む。
【０００４】
　この種の穿刺システムにおいて、穿刺駆動部から穿刺位置にあるランセットへの力の伝
達は、適当な連結手段により行わなければならない。既知の連結手段は複雑で、機械的労
力を必要とし、低い許容誤差での製造が要求されるため、関連するコストが相当なものに
なる。
【発明の概要】
【０００５】
　したがって、本発明の目的は、上述の様式の費用効率の高い穿刺システムの作成を可能
にする方法を考案することである。
【０００６】
　この目的は、請求項１に明記された特徴を有する穿刺システムによって達成される。本
発明のさらなる利点は、従属請求項の主題である。
【０００７】
　本発明による穿刺システムにおいて、穿刺駆動部はランセットに直接連結されない。そ
の代わりに、穿刺駆動部は、カセットの連結手段によって穿刺位置にあるランセットによ
って連結され、該連結手段は、作動時に、穿刺駆動部を穿刺位置にあるランセットに連結
する。これにより、ランセット駆動部を穿刺のために使用されるランセットに連結するこ
とに付随する機械的労力が軽減され得る。
【０００８】
　たとえば、カセットの連結手段は、カセットを穿刺装置のカセット区画に挿入する前に
穿刺駆動部に連結可能である。穿刺位置にあるランセットまたはランセット担体に対する
連結手段の正確な位置決めは、カセットの製造時に実施可能であるため、カセットの連結
手段は、使用者による負担なしにランセットに連結可能である。特に、帯状のランセット
担体の場合には、わずかな労力で穿刺駆動部への確実な連結が可能となるため、穿刺動作
のためのランセットの加速が可能となる。
【０００９】
　好ましくは、連結手段はランセット担体に連結され、これによって穿刺動作中にランセ
ット担体が、穿刺ランセットとともに移動する。連結手段から穿刺位置にあるランセット
へのランセット駆動部から生成された推進力の伝達は、ランセット担体によってきわめて
容易に実行される。これは、ランセット担体の新しいランセットを穿刺位置に移動するた
めに使用される漸次前進機構の作動時であっても、ランセット担体が連結手段に対する所
定位置を保持可能であるためである。したがって、連結手段は、漸次前進機構の各作動後
に比較的僅少な労力でさらなるの穿刺のためにランセット担体に連結可能であり、あるい
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は、ランセット担体へ永久的に連結させること、すなわち、漸次前進機構の作動中にもラ
ンセット担体への連結の保持が可能である。同様に、漸次前進機構によるランセット担体
の移動が穿刺駆動部およびカセットの連結手段に影響することなく実施可能であるため、
カセットの連結手段と穿刺駆動部とのあいだの確実な連結が僅少な労力で実現され得る。
このことは、穿刺後毎に多くの労力によって穿刺駆動部の連結に関与する部分を再配置す
ること、あるいは複雑で高コストの手段による漸次前進機構の作動後毎の正確な位置決め
および連結を保証することを必要としないために有利である。
【００１０】
　さらなる詳細および本発明の利点について、例示的な実施の形態を基礎として、また添
付を図面を参照して説明する。本プロセスにおいて記載される特徴は、単独または組み合
わせにより請求項の主題を構成し得る。種々の例示的な実施の形態での同一および同等の
部分は、図面において一貫した参照符号により識別される。
【図面の簡単な説明】
【００１１】
【図１】複数のランセットを有する帯状のランセット担体を含むカセットの例示的実施の
形態の概略平面図である。
【図２】ランセットおよび試験領域を有するランセット担体の例示的実施の形態を示す図
である。
【図３】穿刺前の図１に関連した側面図である。
【図４】図２に準じた穿刺中の図である。
【図５】図３に関連した概略的な詳細図である。
【図６】カセットの別の例示的実施の形態の詳細を示す断面図である。
【図７】帯状のランセット担体を有するカセットの連結手段の別の例示的実施の形態の概
略的詳細図である。
【図８】図７に準じた穿刺中の詳細図である。
【図９】図７に関連した斜視図である。
【図１０】穿刺装置の例示的実施の形態を示す。
【発明を実施するための形態】
【００１２】
　図１は、２つのローラ２、３を含むカセット１を示しており、該ローラ上には、図２に
概略的に示された帯状のランセット担体４が巻かれている。これに関して、第１のローラ
２は未使用のランセット５を有するランセット担体４の部分をもち、第２のローラ３はラ
ンセット担体４の使用済みの部分をもつ。図示されたカセット１が穿刺装置（図示せず）
のカセット区画に挿入されると、ランセット担体４の使用済み部分が巻かれた第２のロー
ラ３は、穿刺装置の漸次前進機構によって駆動されて、カセット１に含まれるランセット
５を穿刺位置に順次移動させる。穿刺位置において、ランセット５は、穿刺装置の穿刺駆
動部により穿刺動作が実行されると、ランセットに対して押圧された使用者の体部に穿刺
傷を生成するように位置決めされ、ここから診断目的のための体液試料が採取され得る。
漸次前進機構（図示せず）を作動させることによって、カセット１の駆動されたローラ３
は、ランセット担体４の新しいランセット５が穿刺のための穿刺位置に達するまで回転時
可能になる。
【００１３】
　図２によると、ランセット５は帯状のランセット担体上で担体の長手方向に対して横断
するように配置される。２つのランセット５のあいだには、穿刺傷から採取された体液試
料を試験するための１つの試験領域６がそれぞれ配置されている。検体濃度の光度測定の
ために、試験領域６は濃度依存性の呈色に影響する試験化学物質を含み得る。しかしなが
ら、試験領域６を体液試料の電気化学的試験または分光試験用に構成することも可能であ
る。
【００１４】
　図１の平面図、図３および図４の側面図に示されるように、カセット１は連結手段７を
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有し、これに対してランセット担体４がもつランセット５が漸次前進機構の作動により可
動となる。作動時には、連結手段７は、穿刺装置の穿刺駆動部を穿刺位置にあるランセッ
ト５に連結する。したがって、連結手段は、穿刺駆動部１１によって穿刺中に生じた推進
力を穿刺位置にあるランセット５に伝達可能である。図示された実施の形態において、連
結手段７は穿刺装置の穿刺駆動部をランセット担体４に連結するため、ランセット担体４
は、穿刺中に、穿刺位置にあるランセット５とともに移動する。
【００１５】
　連結手段７は、ランセット担体４のための容器８を有する。図示された実施例において
、容器はスリット形状を有する。容器８は、カセット筐体に対して穿刺方向に推進可能な
滑動子の一部をなす。容器８を介して、連結手段７はランセット担体４に永久的に連結さ
れる。したがって有利には、連結手段７は、漸次前進機構の作動中であっても穿刺駆動部
に連結を保持されるため、漸次前進機構に対する機械的調整は不要である。
【００１６】
　穿刺中に、連結手段７は、ランセット駆動部によって、前進段階にて穿刺方向に図３に
示された位置から図４に示された位置まで推進され、後続の戻り動作において図３に示さ
れた位置に戻る。穿刺駆動部への連結のために、連結手段７は、図示された例示的な実施
の形態においては杭状である連結要素９を有し、該連結要素は正嵌合により穿刺駆動部の
適合する連結要素に係合する。
【００１７】
　連結された穿刺駆動部により穿刺中に生じた推進力は、スリット８内に位置するランセ
ット担体４のテープ部分とともに、穿刺方向に連結手段７の移動を生じさせる。図示され
ておらず、また任意的にカセット上あるいは穿刺駆動部上に配置可能な曲げ機関は、図４
に示されるように、ランセット担体テープ４の曲げを生じ得る。これによって、穿刺位置
にあるランセット５の先端部は、帯状のランセット担体４の表面から離昇し、帯状のラン
セット担体４に妨げられることなく、これに接する使用者の体内に穿刺可能となる。曲げ
機関は、たとえば穿刺方向に対して斜めに位置し、穿刺中にはそのあいだにランセットが
突出する２本のフォーク突起の形状により供することができ、これによってフォーク突起
部はランセット担体の帯を制止し、ランセットに隣接して両側に曲げる。
【００１８】
　穿刺後には、穿刺装置の漸次前進機構は、連結手段７のスリット８に帯状のランセット
担体４の試験要素６を位置決めするために動作可能になる。穿刺駆動部を再度動作させる
ことにより、試験領域６は、先行の穿刺により生成された穿刺傷まで移動可能となり、試
験領域６は体液試料の採取が可能となる。
【００１９】
　図５は、上述の実施の形態の連結手段７の詳細を概略的に示す。図から明らかなように
、スリット状に供された容器８の壁は、たとえば刺毛９などの斜め方向に位置する繊維に
より被覆される。刺毛９は、その自由端が戻り方向に対して斜めに向くように配置される
。これにより、ランセット担体４は、連結手段７の戻り動作のあいだは刺毛９により保持
され、これに連結する穿刺駆動部によって連結手段７とともにより引き込みが可能になる
。したがって、図示された例示的な実施の形態において、連結手段７は、構造化された連
結面を介してランセット担体４に接触し、該構造化された連結面は、相対運動方向に応じ
て連結面と対比してランセット担体４の相対運動に対する抵抗をもたらす。
【００２０】
　構造面は戻り動作の方向のみに摩擦の増大をもたらすため、この種の連結面が漸次前進
機構によるランセット担体４の移動をまったくあるいはほとんど妨げることはない。戻り
動作中において、容器８の連結面の構造面、すなわち図示された例示的な実施の形態にお
けるスリット８の対向する側壁は、容器８内でランセット担体４の改善された密着性をも
たらす。したがって、ランセット担体４は、連結手段７とともに、迅速に引き込み可能で
あり、またランセット担体４がもつランセット５は生成されたばかりの穿刺傷から引き込
み可能である。
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【００２１】
　このような有利な特性を有する構造面は、図４に示された繊維９のみならず、ランセッ
ト担体４の表面に接する容器８の連結面の他の突起部、隆起部または凹部によって得るこ
とも可能である。
【００２２】
　図５による構造面は、たとえば、平行な短繊維による被覆により達成され得る。繊維９
は固定層に固定される。繊維は、容器８の連結面に対して３０°から９０°のあいだ、好
ましくは４５°から７５°のあいだの角度に配向される。これに関連して、繊維は、スリ
ットの底方向、すなわち、図５に示されるとおり、戻り動作の方向と連結面８によりラン
セット担体４上に作用する力の方向とに傾斜する。
【００２３】
　この種の構造体の２つの連結面ランセット担体４の移動は、有利には、ほとんど摩擦な
しに行われる。容器８への帯状のランセット担体４の挿入はまた、僅少な摩擦のみを生じ
る。しかしながら、繊維９の傾斜方向とは反対へのランセット担体４の移動を試みると、
わずかな凹凸部分にも引っ掛かるため、ランセット担体４を制止させる。たとえば、フロ
ック繊維フィルムが傾斜繊維９を有する構造連結面として使用可能であり、特に連結手段
に接着させることにより連結手段に適用可能である。
【００２４】
　適当なフロック繊維フィルムは、たとえば次のとおりに製造可能である。たとえば、ヴ
ィースバーデンのMitsubishi Polyester Film社により製造されたホスタファンＲＮ５０
のポリエステルフィルムが、たとえば、ドイツ国、ヴィースロッホのKissel＋Wolf社製の
Mecoflock D453/5-09などの導電性接着剤で被覆される。その後、接着層は、ドイツ国、
ゴマーリンゲンのMaag Flockmaschinen社製のEro-Miniフロッキング装置を用いて１．７
ｄｔｅｘで長さ０．５ｍｍのポリアミドフロックによりフロッキングされる。この種のフ
ロックは、ドイツ国、シュトゥットガルトのSwissflock社から入手可能である。フロッキ
ング直後において、フィルムは、たとえば３６０μｍのロール間隔に設定されたカレンダ
を通って引っ張られる。これにより、繊維が斜めに配向される。乾燥後、フォロック層は
真空にされて、ほつれた繊維を除去することにより清浄される。その後、繊維は巻き方向
にポリエステルフィルムに対して約４５°の角度を有する。繊維は、平均的に、巻き方向
に対して垂直に配向される。
【００２５】
　適当なフロック繊維フィルムを製造する別の選択肢として、プラスチックフィルムをた
とえば１０ｍｍの間隔で交互して上下に平行に折り曲げることがあり、これによって曲げ
部分は、それぞれ１００°～１４０°、たとえば１２０°の角度を有する。その後、フロ
ックは前述の例と同様にフィルムに適用されるが、その後、フィルムはロール間を通って
移動しない。これは、フィルム部分の傾斜によって繊維が接着剤に急送されることで、フ
ィルムに対して約６０～７０°の角度で位置決めされるためである。
【００２６】
　図５に示された連結手段７の溝は、たとえば０．８ｍｍの幅を有し得る。フロック繊維
フィルムは、たとえばエポキシ接着剤を使用してスリットの壁に接着可能であり、図５に
よると、これにより繊維９がスリット底部方向に指向する。
【００２７】
　図６は、連結手段７を有するカセット１の別の例示的実施の形態を示す。図１に示され
たカセット１と同様に、図６に示されたカセット１は、図２にしたがった配置の複数のラ
ンセット５を有する帯状ランセット担体４を含む。このカセット１は、上述の前の実施の
形態とは基本的に連結手段７の設計が異なるのみであり、作動時に、連結手段は、穿刺中
に穿刺駆動部から生じた推進力を穿刺位置にあるランセット５に伝達するために、穿刺装
置の穿刺駆動部をランセット担体４に連結する。
【００２８】
　連結手段７は、カセット筐体１１に対して移動可能なように位置する滑動子１０を備え
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る。滑動子１０は、穿刺装置の穿刺駆動部に連結するための連結要素として、杭により穿
刺駆動部１１と係合する凹所９を有し、これにより、滑動子１０は穿刺駆動部１１により
生成された推進力によって穿刺方向に移動可能となる。
【００２９】
　ランセット担体４への連結のために、図示された連結手段７は容器８を有しており、こ
れを通ってランセット担体４が案内される。容器８は、滑動子１０と、連結面１６に対し
て可動で、穿刺中に容器内にランセット担体４を固締して穿刺後の戻り動作の完了後に再
度解放する押圧要素１２との上に固着配置された連結面１６によって形成される。
【００３０】
　押圧要素１２は滑動子１０上に配置されることにより、回動点１３の周りに回動可能で
ある。ばね要素１４は、図示された実施の形態においてカセット筐体１１に統合された接
続部材１５に対して押圧要素１２の後端部を押圧する。滑動子１０を穿刺方向に移動する
ことにより、押圧要素１２の後端部は接続部材１５に沿って走行し、この配置によって回
動可能であって、前端部を滑動子１０の連結面１６に対して押圧する閉動作を実行でき、
よって、ランセット担体４は連結面１６と押圧要素１２の前端部とのあいだに固締される
。これによって、図示された例示の実施の形態の連結手段７は、穿刺中に固締様式でラン
セット担体４を把持し、穿刺後の戻り動作完了後には再度これを解放する。容器８内での
ランセット担体４の固締は、ランセット担体４が、戻り動作中に迅速で確実に戻ることを
可能にし、これによって担体に担持されたランセットは生成された穿刺傷から迅速に引き
抜かれる。このことは、穿刺ができる限り少ない痛みを伴うことに関連して重要である。
【００３１】
　図示された実施の形態において、ランセット担体４を固締するための固締力は、接続部
材１５に対する押圧要素１２の後端部を押圧するばね要素１４によってもたらされ、接続
部材は穿刺動作中に押圧要素１２の閉動作を画定する。
【００３２】
　図７～９は、連結手段７の別の実施の形態を示しており、該連結手段は、たとえば図１
または６のカセット１の場合において、上述の先の連結手段７の代わりに使用可能である
。図６に示された連結手段７に類似して、図７～９に示された連結手段７は、穿刺中にラ
ンセット担体４を固締式で把持し、穿刺後の戻り動作完了後には再度これを解放する。し
たがって、図７は、穿刺前の解放されたランセット担体４を有する連結手段７を示す。図
８において、ランセット担体４は連結手段７によって固締され、明確な穿刺中の状態が示
されている。図９は、図７および８に示された連結手段７の一部に関する斜位図を示す。
【００３３】
　図６に示された実施の形態と同様に、図７～９に示された実施の形態の連結手段７は、
穿刺方向に推進可能な滑動子１０を備え、これを通ってランセット担体４が供給される容
器８を有する。図８において穿刺方向は点線で示される。ランセット担体４の容器８は、
たとえばスロット状に供され得る。
【００３４】
　容器８は、穿刺中に容器８の連結面に対してランセット担体４を押圧し、これを固締す
る押圧要素１２と相互作用する。ランセット担体４を固締するための固締力は、図示され
た実施の形態において押圧要素１２と同一の構成要素により供されるばね要素１４によっ
てもたらされる。ばね要素１４は、図示された実施の形態においてカセット筐体（図示せ
ず）に対して固定位置に配置されたオープナー１７と相互に作用し、たとえば、カセット
筐体上に突起状に供され得る。
【００３５】
　滑動子１０が穿刺前に図７に示された開始位置にある場合、オープナー１７はばね要素
１４を押圧し、これによって容器８が開く。その後、ランセット担体４は、漸次前進機構
（図示せず）を作動させることで、容器８内にて穿刺方向に対して垂直に移動可能となる
。滑動子１０を穿刺方向に移動させることにより、ばね要素１４はオープナー１７から離
間し、これによって容器８内にてランセット担体４を固締する。これにより、ばね要素１
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【００３６】
　ばね要素１４は、プラスチック材から安価に製造可能である。しかしながら、ばね要素
１４を金属で製造することも可能である。
【００３７】
　図１０は、体液試料を採取するための穿刺装置の実施の形態を示す。穿刺装置２０は、
穿刺傷を生成するために体部に押圧される開口部２１を有する。穿刺装置２０は、カギ状
の作動要素２２と、試験結果を表示するための液晶表示装置式の表示機器２３をさらに備
える。穿刺装置２０は、複数のランセット５をもつランセット担体４を含むカセット１を
受け取るための区画（図示せず）を有する。この種のカセット１の例示的実施の形態は、
図１～９により説明した。図示された穿刺装置２０の区画は、閉じることが可能な開口部
を有し、図示された穿刺装置２０の後側に配置される。
【００３８】
　測定および分析機関（図示せず）は、図示された穿刺装置２０に統合され、体液試料の
検体濃度を測定するために使用可能である。この目的のために、穿刺傷の生成後に挿入さ
れたカセット１（図２を参照）に包含されたランセット担体帯４の試験領域６によって取
り込まれる。試料の採取は、漸次前進機構を作動させることによって、ランセット担体帯
４の試験領域６を装置開口部２１の下方に位置決めすることにより行われる。穿刺駆動部
を再度動作させることで、試験領域６を有するランセット担体４が穿刺方向に移動可能と
なり、これによって、体液試料を取り込むために装置開口部２１に対して押圧された体部
の穿刺傷に対して試験領域６が配される。
【００３９】
　図１０に示された穿刺装置および図１～９を参照して説明したカセット１は、総合して
穿刺システムを形成する。
【符号の説明】
【００４０】
１　カセット
２　ローラ
３　ローラ
４　ランセット担体
５　ランセット
６　試験領域
７　連結手段
８　ランセット担体用の容器
９　連結要素／刺毛
１０　滑動子
１１　穿刺駆動部
１２　押圧要素
１３　回動点
１４　ばね要素
１５　接続部材
１６　連結面
１７　オープナー
２０　穿刺装置
２１　装置開口部
２２　作動要素
２３　表示機器
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【図７】

【図８】

【図９】

【図１０】
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